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フル

市民相談（11月～12月）　相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※市役所の受付は、午前８時30分〜午後５時15分です。
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ
行 政 11月1６日㈭　午前10時〜正午、午後１時〜３時

市役所１階 市民相談室 
   　　　☎�１１１３
市民課☎�１１１２
　　　☎�１１１０

法 律

11月１日㈬・８日㈬・22日㈬　午後１時〜４時
◎12月の相談日

弁護士に
よる相談

12月６日㈬・13日㈬　午後１時〜４時　
定員＝各６人（先着順)

司法書士に
よる相談

12月20日㈬・27日㈬　午後１時〜４時
定員＝各６人（先着順)

労 働 法 律 11月15日㈬　午後１時〜４時　
定員＝６人（先着順)　相談員＝弁護士

不 動 産 11月10日㈮・12月８日㈮　午後１時〜４時
相談員＝不動産無料相談員（宅地建物取引士）

年金・労働 12月14日㈭　午後１時〜４時　
相談員＝社会保険労務士

税 務 11月14日㈫・12月12日㈫　午後１時〜４時　
相談員＝税理士　

消 費 生 活

毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）
午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分
(11月２日㈭午後、27日㈪、12月８日㈮はお休みです）

市役所４階 商工観光課 商工観光課 ☎�１１７５

毎週火・金曜日（休日を除く）
午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
 ☎�１２３２

人 権 11月14日㈫・12月12日㈫　午後１時〜４時 アスピアこだま１階 
　　　　　　会議室３ 市民活動推進課

　　　　　　 ☎�１１１８11月28日㈫・12月2６日㈫　午後１時〜４時 市役所１階　市民相談室
女 性 相 談
(DV相談も含む)

毎週月〜金曜日（休日を除く）　
午前８時30分〜午後５時15分

市役所３階
市民活動推進課

市民活動推進課
☎�１１４４　☎�１１１８

家 庭 児 童 毎週月〜金曜日（休日を除く)　午前９時〜午後４時 市役所２階 子育て支援課 子育て支援課☎�１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）

毎週月〜金曜日（休日を除く)　午前９時30分〜午後３時
12月25日㈪〜29日㈮はお休みです

ふれあい教室
（旧勤労会館２階）

教育支援センター
☎�４２８７

教 育
（いじめ等）

毎週水曜日（休日を除く）
電話相談：午後１時30分〜５時 12月27日㈬はお休みです
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約必要

子どもの心の相談員
☎�７３３７

心 配 ご と

毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時〜４時（受付は３時30分まで）
※相談時間中のご連絡は、☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５

毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時〜４時（受付は３時30分まで）

アスピアこだま１階
　　　　　　　会議室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
☎�１２３７

結　　 婚
11月１日㈬・15日㈬・19日㈰・
12月６日㈬・20日㈬
午後１時〜４時（受付は３時30分まで) ※相談時間中

のご連絡は、
☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５介護の悩み 11月10日㈮・24日㈮・12月８日㈮

午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

成 年 後 見 11月14日㈫・28日㈫・12月12日㈫
午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

※各種相談は予約制
※12月の相談予約は、11月20日㈪から受付開始       
   （先着順。受付開始日は電話予約のみ）
※同じ相談に同時に複数の申し込みはできません

　各種相談日
●法律相談　　　　　　　　　　　●行政相談             毎月第３木曜日
・弁 護 士　毎月第１・２水曜日　●不動産相談         毎月第２金曜日
・司法書士　 〃  第３・４水曜日　●年金・労働相談 偶数月第２木曜日
 （労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）  ●税務相談　          毎月第２火曜日
●労働法律相談（弁護士）５・８・11・２月の第３水曜日
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●車は、対向車に注意しライトを上向きにすることで、歩行者等をよ
　り早く発見できます。
●日没後の30分間は、急な明るさの変化に目が慣れず、車の速度が速
　くなりがちです。意識して、車は速度を抑えて運転しましょう。
●夕方から夜間の外出には、明るい服装と反射材を着用しましょう。
●車も自転車も、飲酒運転は絶対ダメです。

広めよう
早めのライトと反射材！

※本庄市は９月末時点、人口１千人あたりの人身事故発生件数は4.22件で県内ワースト３位。

死亡事故は、「午後４時～６時の夕暮れ時」に最も多く発生しています

車も自転車も夕方４時からライトをつけよう！

リサイクルにご協力を！
回 収 場 所 日　　程 時　　間 問合せ先

アスピアこだま 11月５日㈰
12月３日㈰ 午前９時〜11時 ハートtoハート

(佐久間さんち）
☎�９３００ 市役所 11月19日㈰ 午前９時〜11時

午後１時〜３時

本庄南公民館 11月11日㈯ 午前９時〜11時 佐久間さんち
☎�９３００

就労継続支援Ｂ型
事業所｢佐久間さんち｣
(本庄高校北側）

11月17日㈮ 随時受付 ポノポノ
☎�２１９５

 集団資源回収予定表　＜回収品目は古紙類・缶類です＞

※天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。

緑のカーテンコンテスト入賞者を発表

夏の省エネの推進を目的に、緑のカーテンコンテ
ストを実施しています。今年も見事な作品が揃い
ました。

入賞者のみなさん

市長賞　星野　俊一
優秀賞　株式会社関口組
　　　　塚田　修市
　　　　八木建設株式会社
　　　　　　　　（敬称略）

市長賞の作品

インクカートリッジ里帰りプロジェクトに参加

インクカートリッジの回収
にご協力をお願いします
家庭用インクジェットプリンターの純正
使用済みインクカートリッジを回収し、
リサイクルします。
　対象メーカー
　・ブラザー工業株式会社
　・キヤノン株式会社
　・デル株式会社
　・セイコーエプソン株式会社
　・株式会社日本ＨＰ
　回収箱の設置場所
　・環境推進課（市役所４階）
　・環境産業課（アスピアこだま２階）
　※開庁時間内の回収となります。
　　★環境推進課☎�１１７２
　　★環境産業課☎�１３３４

EC　ガイド
エコタウンに向けた 補助金のお知らせ
住宅用太陽光発電システムの設置や省エネ改修などを対象に、費用の一部を補助します。

申請時期 名称 対象工事・条件

設置前

住宅用エネルギーシステム設置補助金 HEMS、太陽熱利用システム、地中熱利用
システム

住宅省エネ改修補助金
屋根の高遮熱塗装工事、断熱材設置工事、
断熱ガラス等設置工事、遮熱フィルム貼付
工事

事業所用エネルギーシステム導入事業補助金 事業者向けの創エネ・省エネ設備工事

設置後 住宅用太陽光発電システム設置補助金 一戸建て住宅
余剰売電であること

※予算枠に達しましたら、受付を終了します。設置をお考えの方は右記まで。　★環境推進課☎�１２４９

着なくなったTシャツや、使いふ
るしたタオルなど再利用するこ
とで家計の節約とごみの減量に
つながります。

捨てる前に フル 活用
●調理後のフライパンや、使っ
た皿を、洗う前に一拭すれば洗
剤も水も節約できます
●フリース衣料は切ってもほつ
れないので、モップ代わりにな
ります


